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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像面内に着目対象の体動計測に用いる計測領域を複数個設定する計測領域設定部と，
　前記計測領域設定部で設定した計測領域内の動きおよび変形量を検出する体動計測部と
，
　前記体動計測部で検出された，前記計測領域内の動きおよび変形量である体動を補正し
た複数の画像を積算処理する画像積算部と，
　前記体動計測部で検出された，前記計測領域内の動きおよび変形量である体動を補正し
た複数の画像を減算処理する画像減算部と，
　前記画像積算部および画像減算部で処理した画像を表示する画像表示部とを有する画像
診断装置であって，
　前記計測領域設定部により複数の画像のうちの１つの画像を背景画像として設定し，
　前記画像積算部により前記複数の画像を積算して積算画像を構成し，
　前記画像減算部により前記積算画像から前記積算画像を積算した画像の枚数を乗じた前
記背景画像を差し引き，経時的に変化する造影剤信号を抽出した画像を構成し，該造影剤
信号を抽出した画像を前記画像表示部に出力することを特徴とした画像診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像診断装置において，前記画像は着目対象に対して超音波を送信し
，前記着目対象からの反射信号を取得するための超音波探触子と，前記超音波探触子によ
って取得した反射信号を用いて二次元超音波画像を構成することを特徴とする画像診断装
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置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像診断装置において，前記計測領域設定部は，血管や組織輪郭を含
む特徴的な構造がある場合には，前記構造を含む計測領域設定をし，スペックル成分で構
成されている領域では，前記スペックル成分の２倍程度の計測領域設定をし，計測領域を
設定する部位に応じて最適な計測領域を設定することを特徴とする画像診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像診断装置において，前記超音波探触子は，それぞれ，複数の圧電
素子が一次元もしくは二次元のアレイ状に配列された超音波探触子であることを特徴とす
る画像診断装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の画像診断装置において，二次元アレイ探触子では体動計測する第一の
面に直交する第二の撮像面を取得し，第二の撮像面内における着目対象の動きに伴い，第
一の撮像面を移動させ，定常的に同一撮像面を取得することを特徴とする画像診断装置。
【請求項６】
　請求項２に記載の画像診断装置において，基本波と逆位相の波とを連続して照射し，双
方の反射波を加算することで高調波成分を高Ｓ／Ｎ比で取得するパルスインバージョンモ
ードにおいて，前記反射波を減算することで得られる基本波成分により体動計測を行ない
，高調波成分を用いて画像積算（減算）処理し，表示画像を構成することを行なうことを
特徴とする画像診断装置。
【請求項７】
　前記計測領域設定部は，着目対象の構造に応じて領域設定を行なうことを特徴とする請
求項１に記載の画像診断装置。
【請求項８】
　前記画像積算部は，時間的に連続して取得された前記複数の画像について，前記計測領
域内の動きおよび変形量に基づいて積算することを特徴とする請求項１に記載の画像診断
装置。
【請求項９】
　前記複数の画像の画素の各々についての輝度最大値から構成する第１画像と輝度最小値
から構成する第２画像とを作成し，前記第１画像から前記第２画像を演算することを特徴
とする請求項１に記載の画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【参照による取り込み】
【０００１】
　本出願は、２００５年５月２０日に出願された日本特許出願第２００５－１４７４８５
号、の優先権を主張し、その内容を参照することにより本出願に取り込む。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、超音波を用いて着目対象の変形を計測し、体動補正処理を加えた複数画像の
積算または減算処理により、経時的に変化する情報を画像化して表示する画像診断装置に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　時相が異なる画像を用いて、着目対象の形状や組織の時間的な変化を抽出し、画像化す
る技術は、治療の効果判定や病変の鑑別などに有用である。例えば、薬剤を投与する前後
の腫瘍の大きさを正確に抽出・画像化することで、薬剤の治療効果を早期に判断できる。
また、治療部位を目視できない低侵襲治療用のモニタリングツールとして用いれば、着目
領域の組織変化を高感度に検出し、正常部位を侵襲しない治療が可能になる。通常、着目
対象の時間的変化は、術者が画像を見比べて判断するか、または骨格などの特徴的な部位
を基準にし、比較する画像同士を重畳して判断する。
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【０００４】
　時系列画像を用いることで、超音波造影剤の動きを追跡した血管構造の抽出も可能であ
る。超音波造影剤は、直径数μｍ程度の微小な気泡であり、超音波が照射されると強い非
線形信号を生じさせる。静脈から投与された造影剤は血流と共に細部の血管まで浸潤して
いくため、血管構造が強調された高コントラスト画像が得られる。しかし、抹消部の血管
では造影剤濃度が低下するため、充分なＳ/Ｎ比（ノイズに対する信号の割合）で信号が
得られなくなる。また、深部領域では照射超音波ビームの音圧低下や、造影剤からの非線
形信号の減衰により、やはりＳ/Ｎ比が低下してコントラストが弱くなる。そのため、術
者は造影剤の流れを目で追跡し、頭の中で血管構造を判断している。深部領域でＳ/Ｎ比
が低下する問題を解決する手段として、深さ方向に撮像領域を分割する手法が提案されて
いる（特開2002-209898）。深さが異なる各領域に対して、造影剤信号が充分に得られる
音圧での超音波照射がなされるため、深さ方向における照射音圧の分散が低減される。取
得した各画像を繋ぎ合わせ、深部領域においても高いＳ/Ｎ比を維持した画像を取得でき
る。
【０００５】
　パルスインバージョンモード（U.S. Patent Number 6,095,980）によれば、造影剤信号
の変化が大きい場合においても、ＲＦデータを用いた相互相関演算による体動計測、およ
び画像積算が可能であることが開示されている。パルスインバージョンモードとは、基本
波と逆位相の波とを連続して照射し、双方の反射波を積算することで高調波成分を高Ｓ/
Ｎ比で取得する手段である。例えば、基本波f0=re

iθ、およびそれと逆位相をもつ波f1=r
ei(θ-π)を照射した場合、各々の反射波には、基本周波数成分の波であるf0 

re =reiθ

とf1 
re =rei(θ-π)に加え、高周波成分であるf0 

re2 =rei2θとf1 
re2 =rei2(θ-π)が

それぞれ含まれる。これらを積算処理することで、基本波成分が消失し、高調波成分が２
倍になる。逆に減算処理することで、基本波成分だけが残存して高周波成分が消失する。
【発明の開示】
【０００６】
　着目対象の時間変化を検出するには、異なる時相で得られた画像同士を比較しなければ
ならない。そのため、着目対象の位置ずれや変形（以下、総称して体動とする）を計測し
、補正する手段が不可欠である。特開2002-209898に記載されている技術は、数ｍｍ程度
の径を持つ血管構造を抽出するため、１ｍｍ程度の体動であっても正確に計測し、補正し
なければ血管構造の描出は難しくなる。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、着目対象の体動を計測および補正する手段により、異なる時
相で得た時系列画像から経時的に変化する情報を抽出・画像化する、画像診断装置を提供
することである。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の画像診断装置では、超音波画像を用いて着目対象
の撮像面内における体動を計測し、計測した体動分の補正処理を加えながら、時系列画像
を積算または減算することにより、着目対象の形状や組織変性などの経時的に変化する情
報を画像化し、表示する。
【０００９】
　以下、本発明の画像診断装置の代表的な構成例について列挙する。
【００１０】
　（１）着目対象に対して超音波を送信し、前記着目対象からの反射信号を取得するため
の超音波探触子と、前記超音波探触子によって取得した反射信号を用いて二次元超音波画
像を構成し、その画像面内に前記着目対象の体動計測を行なう計測領域を複数個設定し、
前記計測領域内における体動を計測する体動計測部と、前記体動計測部において計測した
体動を補正して画像を積算または減算処理し、経時的に変化する情報を抽出する画像積算
（減算）部と、前期画像積算（減算）部において得られた画像を表示する画像表示部とを
有する。



(4) JP 4842933 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

【００１１】
　（２）前記（１）の画像診断装置において、前記体動計測部は、超音波の送受信により
得られた二次元超音波画像の面内に、体動計測を行なう計測領域を複数個設定し、前記計
測領域内にて体動を計測することを特徴とする。
【００１２】
　（３）前記（１）の画像診断装置において、超音波信号を送受信するための超音波探触
子は、複数の圧電素子が１次元もしくは２次元のアレイ状に配列された超音波探触子であ
ることを特徴とする。
【００１３】
　（４）前記（１）の画像診断装置において、時相の異なる複数枚の画像を積算または減
算処理し、着目領域の形状や組織変性などの経時的に変化する情報を画像化することを特
徴とする。
【００１４】
　（５）前記（４）の画像診断装置において、積算または減算処理に用いる画像は、超音
波画像、ＭＲＩ画像またはＸ線画像といった形態画像や、ＰＥＴ画像または超音波造影剤
画像といった機能画像であることを特徴とする。
【００１５】
　（６）着目対象に対して超音波を送受信し、前記着目対象の２次元断層像を得る超音波
探触子と、前記超音波探触子によって取得した超音波画像から、前記着目対象の体動を計
測するための手段と、計測した体動を補正し、時系列画像を積算または減算処理する手段
と、前記積算または減算処理により得られた画像を表示する画像表示部とを具備してなる
ことを特徴とする。
【００１６】
　本発明によれば、組織の形状変化や造影剤の流れなどの、複数枚の時系列画像によって
のみ知り得る情報の画像化が可能であり、これまで抽象的で定性的あった情報を、医者同
士または医者と患者の間で、具体的に共有できる画像を表示できる。
　本発明の他の目的、特徴及び利点は添付図面に関する以下の本発明の実施例の記載から
明らかになるであろう。
【実施例】
【００１７】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して詳述する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施例になる画像診断装置の構成を示すブロック図である。
本実施例の画像診断装置では、着目対象に対して超音波を送受信して二次元断層像（Ｂモ
ード像）を取得し、前記二次元断層像を複数の計測領域に分割し、前記計測領域において
体動を計測する。複数枚の画像を積算または減算し、分割した前記計測領域を用いて再構
成した二次元画像を表示する。
【００１９】
　まず、着目対象の超音波画像の取得から、体動補正を加えた積算または減算画像の表示
に至るまでの装置構成について、図１のブロック図を用いて説明する。超音波探触子（以
下、探触子）２は複数の圧電素子が並べられた構造をもつ。送信ビームフォーマ３からＤ
/Ａ変換器４を経由して、各圧電素子にアナログ送波信号が送られ、着目対象１に向けて
超音波を照射する。各圧電素子から送信される超音波は、送信ビームフォーマ３によって
電子的に遅延が掛けられており、所定の深度で集束する。送波信号は、着目対象１内で反
射され、再び探触子の各圧電素子で受信される。各圧電素子で受信した反射エコーは、Ｔ
ＧＣ（Time Gain Control）部５で、送波の到達深度によって変わる減衰分が補正された
後、Ａ/Ｄ変換器６でデジタル信号に変換され、受信ビームフォーマ７に送られる。
【００２０】
　受信ビームフォーマ７では、焦点位置から各圧電素子までの距離に応じた遅延時間を掛
けて積算結果が出力される。この集束超音波を２次元走査させることで、着目対象１の２
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次元的な反射エコー分布が得られる。受信ビームフォーマ７からは実部と虚部に分けられ
たＲＦ信号が出力され、包絡線検波部８と計測領域設定部１１に送られる。包絡線検波部
８に送られた信号は、ビデオ信号に変換された後、スキャンコンバータ９で走査線間の補
間が加えられ、２次元画像データに再構成された後、画像表示部１０に表示される。計測
領域設定部１１では、体動を計測するための計測領域が、後述するように構造に応じた最
適な大きさに設定され、体動計測部１２に送られる。体動計測部１２では、前記計測領域
内の体動が計測される。体動の計測手法は、相互相関演算または最小二乗法である。画像
積算（減算）部１３では、前記体動計測部で計測された、体動の速度成分ベクトルに基づ
いた補正が加えられながら、前記計測領域において画像の積算または減算処理が為され、
表示部１０に表示される。
【００２１】
　次に、図２のフローチャートに従って、ＲＦデータの取得から表示に至るまでの工程の
詳細を説明する。まず、工程１で超音波ＲＦデータを取得する。画像を取得するための超
音波探触子は、一次元アレイ型と二次元アレイ型がある。二次元アレイ型の場合には任意
断面の撮像ができるため、着目している撮像面と直交する方向の画像データを取得し、前
記画像データ内における体動を計測することで、着目対象の三次元体動が求まる。その計
測結果に応じて、着目している撮像面を変えることで、常に同じ領域を撮像し、着目対象
の動き方に左右されずに積算または減算処理をすることができる。
【００２２】
　次に、工程２の計測領域の設定手法について図３Ａ，３Ｂを用いて説明する。本発明で
は、超音波画像２１に計測領域２４を複数個設定し、各計測領域において、最も整合が取
れる領域を、次のフレーム内から相互相関演算または最小二乗法により抽出する。一つ一
つの計測領域内での動きは変形を伴わない剛体運動と見なし、各計測領域で求めた個々の
動きを組み合わせることで、着目対象全体の変形を計測する。
【００２３】
　計測に用いる信号成分として、着目対象の輪郭や組織間の境界などの輪郭成分と、着目
対象の内外部の組織に散在する微小散乱体によって散乱した超音波が互いに干渉して形成
されるスペックル成分が考えられる。本発明では、両者を区別せず、画像全体に計測領域
を設定して移動量を計算する。スペックル成分を用いることで、組織の輪郭のような特徴
的な輝度情報が得られない領域の体動計測が可能となる。計測領域の大きさは、領域内の
構造に応じて変える。図３Ａ，３Ｂには、例として肝臓組織２２、肝臓組織内の血管構造
２３を示した。特徴的な構造物がない部分は、スペックル成分で構成されているため、ス
ペックル成分の約２倍程度の大きさを持つ計測領域が設定される。典型的には、探触子の
口径約４０ｍｍ、周波数１０ＭＨｚ、Ｆナンバ１の条件下で、方位方向２．５ｍｍ、深さ
方向１ｍｍ程度である。血管構造がある箇所には、その構造が充分に含まれる程度の大き
さを持つ領域の設定が為される。
【００２４】
　次に、工程３の体動計測の手法について説明する。各計測領域において体動を計測する
ためのフローチャートを、図４に示す。最初に、基盤となる超音波画像フレーム（Ｎ）を
取得し（工程１１）、その画像上に任意個数の計測領域を設定する（工程１２）。次に、
時間的に連続する次のフレーム（Ｍ＝Ｎ＋１）を取得する（工程１３）。フレームＮ上に
設定した計測領域と最も整合が取れるフレームＭ上の領域を、相互相関演算または最小二
乗法により抽出し、その位置ずれを体動として計測する（工程１４）。続いて、工程１３
に戻り、次のフレーム（Ｍ＝Ｎ＋２）を取得し、フレームＮとフレームＭ（Ｍ＝Ｎ＋２）
を用いて先と同様の手法により体動計測を行なう。工程１３と工程１４を繰り返し、フレ
ームＮから所望のフレーム枚数に至るまでの着目対象の体動を計測する。
【００２５】
　体動計測には相互相関演算、または最小二乗法を用いるが、最適な手法は体動計測を行
なう信号成分によって異なる。一般的に、相互相関演算の方が、最小二乗法よりも計測感
度が高い。そのため、体動計測を行なうフレーム間で、着目している信号成分の変化が大
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きい場合、正確な計測ができなくなる。例えば、超音波造影剤を用いた場合には、計測領
域内で造影剤が激しく動き回るため信号成分の変化が大きく、細かい信号成分の変化に左
右されない最小二乗法を用いるのが適している。以下に式で説明する。説明の簡略化のた
め一次元モデルを仮定し、体動計測を行なう二つの画像をf1(x)、f2(x)とし、以下のよう
に表す。
【００２６】
【数１】

【００２７】
n1(x)、n2(x)は画像上のノイズ、nc(x)は造影剤信号、α0は体動による位置変化を表す。
まず、相関演算による計算をC1(α)とすると、以下のようになる。
【００２８】

【数２】

【００２９】
次に、最小二乗法による計算をC2(α)とすると、以下のようになる。
【００３０】
【数３】

【００３１】
C1(α)とC2(α)の各々についてα→α0の極限をとると、C1(α)の第一項は安定して最大
値となるが、第二項は必ずしも最大値にならない。一方、C２(α)については、α→α0の
極限をとると、第三項から第五項を除いて０に集束し、第三項から第五項はαによらず安
定しているため、C2(α)の値としては最小値になる。つまり、造影剤信号がf (x)に対し
て同等もしくは大きい時には、最小二乗法による体動計測が高精度にできることを意味し
ている。
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【００３２】
　体動計測を行なう撮像面（第一撮像面）と直交する第二の超音波探触子を設けることで
、より正確な体動計測および画像積算（減算）処理が可能になる。体動計測を前記第一撮
像面内で行なう場合に、着目対象が主に第一撮像面と直交する面内（第二撮像面）で動く
と、着目している信号成分の輝度変化が大きく、前記第一撮像面内における計測精度が低
下する。この計測精度は、前記第一撮像面のスライス方向幅に依存する。図１０に示すよ
うに、一次元アレイ超音波探触子６０から照射される超音波ビーム６１は、超音波探触子
の口径幅、波長、深さに依存する空間的な広がりを持っている。ここでは、スライス方向
のビーム広がりを、スライス方向幅と呼ぶことにする。このスライス方向幅により、一定
の範囲内では着目対象がスライス方向へ動いても、計測に充分な感度が得られ、前記第一
撮像面内における体動計測が可能である。生体を模擬したファントムを用いた実験により
、体動計測を行なう画像間での第二撮像面内における移動量が、第一撮像面のスライス方
向幅の約２０％程度であれば、第一撮像面内における体動計測が、体動計測を行なう面の
ピクセルサイズ（１０～１００μｍ）程度の精度で可能である。典型例としては、探触子
の短軸口径１０ｍｍ、周波数１０ＭＨｚ、Ｆナンバ１の条件下で、約０．４ｍｍとなる。
また、検査前に着目対象の動きを観察し、スライス方向への動きがスライス方向幅の２０
％程度となる位置に超音波探触子を固定すれば、第二の撮像面を特に設定する必要は無い
。
【００３３】
　次に、工程４の画像積算または減算処理について説明する。着目対象の経時変化を抽出
する際に、画像を積算するか、減算するか、または双方を組み合わせて使うのかは、抽出
する情報による。その数例を、以下に説明する。
【００３４】
　画像を積算するのが有効な一例として、超音波造影剤を用いた血管抽出技術がある。超
音波造影剤は、直径数ミクロンの微小な気泡である。したがって、超音波造影剤と同程度
の径を持つ微細血管には、造影剤が断続的に入り込む。図５の３１ａ、３１ｂ、３１ｃは
、時間的に連続して取得した超音波画像である。各画像上には、実際には画像化されてい
ない血管構造３２と、前記血管構造に沿って入り込んだ造影剤３３が示されている。各画
像上における血管構造３２の空間的な位置関係は、着目対象の体動のため互いにずれてい
る。この体動を補正し、超音波画像３１ａ、３１ｂ、３１ｃを積算することにより、超音
波造影剤３３の通過パスが抽出され、血管構造が判断できる積算画像３４が構成される。
この積算処理はＢモード画像を用いてもよいが、造影剤信号を強調したコントラストモー
ドが特に有効である。さらに、スライス方向への体動により、血管の立体構造が描出され
る効果も得られる。スライス方向への体動により撮像面が変化するため、取得した画像デ
ータには着目対象の三次元情報が含まれる。これらの画像を積算処理することによりスラ
イス方向への幅を持った透視画像が得られ、血管の立体構造が画像化される。特に、通常
スライス方向に蛇行した血管を撮像した場合には、画像上で破線として描出されるが、画
像積算処理をすることで、前述した透視画像の効果により、血管としてのライン構造を画
像上に描出することができる。
【００３５】
　また、着目対象の血管構造以外の信号成分（組織成分）を除去することで、より鮮明な
血管構造の描出が可能になる。組織成分の除去方法は複数考えられる。第一の方法は、画
像を積算していく過程で、数枚または数十枚で構成されるユニットを、画像を取得しなが
ら順次構成し、各ユニットで背景除去を行なう方法である。図６を用いて、ユニットを構
成する画像枚数が４枚の時を例に説明する。画像を取得した順に、４１ａ、４１ｂ、４１
ｃ、４１ｄとする。各画像には、経時的に変化しない構造成分４４が含まれている。次に
、最初に取得した画像４１ａを背景画像として設定する。ここではユニットの中で最初に
取得した画像を背景画像としたが、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄの、いずれを選んでもよい。
次に、ユニットを構成している画像４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄを積算して積算画像
４２を構成し、背景画像４１ａを、ユニットを構成している枚数だけ差し引く。
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【００３６】
　その結果、経時的に変化する造影剤信号のみを抽出した画像４３を構成できる。第二の
方法は、画像を構成する一画素に着目した方法である。血管構造に対応する一画素におい
ては、造影剤が通過する前後で大きな輝度の高低差が生じる。一方、組織成分は経時的に
ほとんど変化しないため、上記のような輝度の高低差はない。この性質を利用して組織成
分を除去できる。第一の方法と同様にして複数枚の画像からなるユニットを構成する。次
に、取得したユニット内の画像を、同一箇所の画素同士で順次比較していき、各画素にお
ける最大値、および最小値で構成された画像を描出する。最大値画像は、造影剤信号に対
応し、最小値画像は組織成分に対応する。したがって、前記最大値画像から前記最小値画
像を差し引くことで、組織成分を除去できる。
【００３７】
　同様の積算処理をＢモード画像で行なうことで、積算処理をしない画像に比べてコント
ラスト分解能が高い画像を取得できる。その原理は主に二つある。一つは電気ノイズの低
減である。Ｂモード画像を構成するために受信した信号には、組織エコーのような定常的
に得られる信号の他に、ランダムに発生する電気ノイズが含まれている。体動補正を加え
た積算処理は、特定の場所から定常的に受信される信号を強調するため、画像のダイナミ
ックレンジを高くする。そのため、場所に依らずランダムに発生する信号は、画像上で低
い輝度となり、コントラスト分解能が向上する。また、着目対象が血管の場合には、血管
内を流れる反射源からのランダムな信号が除去される一方で、定在している構造物は高い
コントラストで描出される。そのため、血栓などによる血管梗塞部位を診断する用途にも
有効である。もう一つは、スライス方向におけるコンパウンド効果である。この効果は、
超音波造影剤による血管描出技術の説明にて記述した、スライス方向への体動によるもの
である。スライス方向への体動により、実効的にスライス方向に多段的に超音波照射がな
され、組織輪郭の強調やスペックル成分の除去といった効果を得ることができる。
【００３８】
　以上に説明した画像積算技術においては、スライス方向の体動は、積算する画像面内で
の体動計測感度を低下させる要素ではなく、レンダリング効果やコンパウンド効果といっ
た、有効な作用をもたらす。この効果を最大限に利用するためには、スライス方向に超音
波の送信ビームを広げるか、機械的または電子的に撮像面を動かす必要がある。前者は、
積算するための個々の画像の空間分解能を劣化させるだけでなく、体動計測の感度低下の
原因になりうるため、後者の方が実用的な手法である。図１１にスライス方向に撮像面を
電子的にオブリークさせるための二次元アレイ超音波探触子７０の例を示す。各撮像面７
１においては超音波探触子に具備されている音響レンズによってスライス方向のビームは
絞られている。スライス方向への撮像面のオブリークは数ｍｍ程度であるため、スライス
方向のチャンネル数は、方位方向に比べて少なくてよい。この場合には音響レンズの影響
を考慮した位相遅延処理が必要になる。スライス方向のチャンネル数が、音響レンズと同
等程度の効果が得られる程度に備えられている場合には、音響レンズは不要である。これ
により、スライス方向への体動が少ない対象においても、透視画像の効果やコンパウンド
効果を得ることができる。
【００３９】
　次に、画像を減算する例としては、腫瘍の形状や低侵襲治療の組織変性などの、形状変
化の画像化がある。図７Ａ，７Ｂを用いて説明する。画像の取得から画像減算処理に至る
工程は図２の通りで、前述した超音波造影剤による血管構造描出と同様である。体動計測
した後の画像を時系列順に、図７Ａの５１ａ、５１ｂ、５１ｃとする。着目している組織
は、各画像上に５２ａ、５２ｂ、５２ｃとして示す。各画像同士による減算処理により、
画像間で生じた組織の形状変化を画像化することができる（図７Ｂ、減算処理画像５３）
。さらに、この変化を色のグラデーションで示すことで（図７Ａ、グラデーション処理画
像５４）、着目している組織の形状変化を、正確にかつ客観性のある画像として表示する
ことができる。また、形状変化を等高線のように表示し、変化の過程をベクトル９０で示
す表示形態も考えられる。これにより、全体的な大きさだけでなく、局所的な形状変化の
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過程を示す画像を表示することができる。
【００４０】
　図１のブロック図に示すように、体動計測および画像の積算（減算）処理はＲＦデータ
を用いたが、これ以外にも、図８に示すように、スキャンコンバータ９からの画像データ
を用いて、体動計測および積算（減算）処理することもできる。また、図９に示すように
、体動計測はＲＦデータを用いて、積算（減算）処理は、スキャンコンバータ９からの画
像データを用いてもよい。
【００４１】
　本発明はパルスインバージョンモードにおいても適用可能である。パルスインバージョ
ンモードとは、背景技術でも説明したように、基本波と逆位相の波とを連続して照射し、
双方の反射波を積算することで高調波成分を高Ｓ/Ｎ比で取得する手段である。積算処理
することで、基本波成分が消失し、高調波成分が２倍になる。逆に減算処理することで、
基本波成分だけが残存して高周波成分が消失する。したがって、前述した積算処理により
、高調波成分である造影剤信号が強調された画像（造影剤画像）が構成でき、逆に減算処
理をすることで、高調波成分が除去された組織成分のみの画像（組織画像）を得ることが
できる。そのため、信号の変化が緩やかな組織画像により体動計測を行ない、積算（減算
）処理を造影剤画像により行なうことで、高精度な体動補正による画像積算が実現し、血
管構造を抽出した画像を表示することができる。
【００４２】
　また、フィルタ処理によって電気ノイズや造影剤信号といった高周波成分を除去した画
像を用いて体動計測を行ない、積算（減算）処理はフィルタ処理をしない画像で行なう手
法もある。例えば、図１２のブロック図において、スキャンコンバータ９から高周波成分
除去部８０および画像積算（減算）部１３に画像データを送る。または、図１３のブロッ
ク図に示すように、ＲＦデータを高周波成分除去部８０に送り、体動計測を行なう。そし
て、体動計測の結果に基づいた画像積算（減算）処理は、スキャンコンバータ９からの画
像を用いる手法である。
【００４３】
　以下に、本発明の実施形態について説明する。画像表示に要する時間は主に二つの要素
で決まり、一つは積算する画像の取得時間、もう一つは積算処理に要する時間である。画
像の取得時間に関しては、取得する枚数と設定するフレームレートで決まり、２～３秒を
要する。そのため、最初に表示される積算画像は数秒前の画像となる。次に表示する積算
画像に関しては、１フレーム取得する度に、既に取得してある画像データから最初のフレ
ームを除いた画像を読み出し、取得した画像を加えて積算処理することで、リアルタイム
での画像表示が可能になる。そのため、術者はＢモードにて着目対象をスクリーニングし
、所望の位置で探触子の動きを緩めることで、自動的に積算処理が行なわれる形態が可能
である。
　上記記載は実施例についてなされたが、本発明はそれに限らず、本発明の精神と添付の
請求の範囲の範囲内で種々の変更および修正をすることができることは当業者に明らかで
ある。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施例になる画像診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】実施例の画像診断装置において、ＲＦデータの取得から画像の積算または減算処
理に至る動作を説明するフローチャート図。
【図３Ａ】実施例の画像診断装置において、複数個の計測領域の設定を示す図。
【図３Ｂ】実施例の画像診断装置において、複数個の計測領域の設定を示す図。
【図４】実施例の画像診断装置において、計測領域の設定から体動ベクトルの評価までを
説明するフローチャート図。
【図５】実施例の画像診断装置において、造影剤信号による血管構造の抽出方法を表す図
。
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【図６】実施例の画像診断装置において、血管構造以外の信号を除去する方法を表す図。
【図７Ａ】実施例の画像診断装置において、減算処理による組織の形状変化の画像化を表
す図。
【図７Ｂ】実施例の画像診断装置において、減算処理による組織の形状変化の画像化を表
す図。
【図８】実施例の画像診断装置において、スキャンコンバータからのデータにより、体動
計測および画像積算（減算）処理を行なう場合のブロック図。
【図９】実施例の画像診断装置において、ＲＦデータにより、体動計測を行ない、スキャ
ンコンバータからのデータにより画像積算（減算）処理を行なう場合のブロック図。
【図１０】超音波探触子および超音波ビームの空間的広がりを示す図。
【図１１】二次元アレイ探触子と、スライス方向への撮像面走査。
【図１２】実施例の画像診断装置において、スキャンコンバータからのデータに高周波成
分除去処理をした画像で体動計測を行い、高周波成分除去処理をしない画像で積算（減算
）処理をする場合のブロック図。
【図１３】実施例の画像診断装置において、ＲＦデータに高周波成分除去処理をした画像
で体動計測を行い、スキャンコンバータからの画像により積算（減算）処理をする場合の
ブロック図。
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摘要(译)

一种用于成像信息随时间变化并实时显示的诊断成像装置，由超声波探
头（2）组成，具有以阵列形式排列的压电元件，其将超声波发射到目标
物体（1）并获取反射信号来自目标对象;使用由超声波探头获取的反射
信号构成二维超声波图像的体动测量单元（12）在图像平面中设置用于
测量目标物体的体动的多个测量区域，以及测量测量区域内的身体运动
和变形量;以及图像累积（减去）单元，用于使用由身体运动测量单元测
量的身体运动来累积或减去图像。
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